
   

令和７年第２回瑞穂市議会定例会追加提出議案  
追加提出 令和７年６月１６日 

 

議 案 

議案第４２号 瑞穂市教育委員会の委員の任命について 

議案第４３号 財産（トイレカー）の取得について 

議案第４４号 財産（小中学校電子黒板ＯＳ）の取得について 

議案第４５号 瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び瑞穂市職員の 

       育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第４６号 令和７年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第４２号 

   瑞穂市教育委員会の委員の任命について 

 瑞穂市教育委員会の委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定によ

り議会の同意を求める。 

                 記                  

１ 住  所 瑞穂市穂積 

２ 氏  名 曽我部 樹里 

３ 生年月日 昭和 

  令和７年６月１６日提出 

                     瑞穂市長 森   和  之  

   提案理由 

 教育委員会の委員加木屋加緒里氏の任期が令和７年７月４日に満了となるこ

とから、新たに曽我部樹里氏を教育委員会の委員として任命したいので、議会

の同意を求めるもの。 
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教育委員について 
 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（任命） 
第四条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔

で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会

の同意を得て、任命する。 

２ 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、

教育、学術及び文化（以下単に「教育」という。）に関し識見を有するものの

うちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

４ 教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に一を加えた数の二

分の一以上の者が同一の政党に所属することとなってはならない。 

５ 地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たっては、委員の

年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員の

うちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の五第二項

第二号及び第五項において同じ。)である者が含まれるようにしなければなら

ない。 

（任期） 

第五条 教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。ただし、補欠の教

育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 教育長及び委員は、再任されることができる。 

（兼職禁止） 

第六条 教育長及び委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団

体に執行機関として置かれる委員会の委員（教育委員会にあっては、教育長及

び委員）若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法

(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間

勤務の職を占める職員と兼ねることができない。 

 
（教育委員会制度） 

 

（１）教育委員会 
・教育委員会は、地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を

担当する機関として都道府県及び市町村等に設置 
・教育長と４人の委員で組織する合議制の執行機関 
・市長から独立した行政委員会 
・教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づい

て教育長が具体の事務を執行 
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・教育委員会の事務を処理するために教育委員会事務局を設置 
 

（２）教育長 
・教育長は、首長が議会の同意を得て、直接任命・罷免 
・教育長は、教育委員会の指揮監督のもとに、教育委員会のすべての事務をつか

さどる。 
・勤務は、常勤で、任期は３年 

 

（３）教育委員 
・教育委員は、教育、学術および文化に対して深い見識を持つ人の中から市長が議

会の同意を得て任命し、委員の任期は４年 
 

（４）総合教育会議 
・この会議は市長と教育委員会が教育政策の方向性を共有し、連携して教育行政を

推進するために市長が設置、招集する会議 
 

（教育委員会の会議及び活動） 
 

◎教育委員会の会議 
・教育委員会は教育行政の基本方針や重要施策などについて審議・採決します。 
・会議は毎月１回開催される定例会と、緊急の要件が発生したときに開かれる臨   
時会があります。 

・議案は主に学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めることなど教育事業に

つき審議されます。 
 

◎教育委員の活動状況 
・令和６年は、定例会１２回、臨時会２回が開催され、付議案件計８２件の採決等

が行われました。 
  内訳 議案４７件、意見聴取１６件、専決処分の承認１８件、報告事項１件 
・総合教育会議として、教職員の多忙化解消に向けた取り組みや教育施策等につい

て、市長と教育委員の会議が開催されます。 
・その他に教育委員として、市内教育施設の視察や市町村教育委員会総会及び学校

行事などに参加します。 
 

（瑞穂市の教育長と教育委員） 
 

教育長（常勤） 
服部  照      R7.4.1～R10.3.31 ２期目 

 

教育委員（非常勤） 
大平 髙司      R5.7.5～R9.7.4  ２期目 

加木屋 加緒里   R3.7.5～R7.7.4  ２期目 

伊藤 清美       R4.7.5～R8.7.4  １期目 
小倉 真治      R6.7.5～R10.7.4  １期目 

 



議案第４３号 

   財産（トイレカー）の取得について 

 下記のとおり財産を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第９６条第１項第８号及び瑞穂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成１５年瑞穂市条例第４０号）第３条の規定により、

議会の議決を求める。 

                 記                  

１ 財産名    トイレカー 

２ 契約の方法  随意契約 

３ 納入の場所  瑞穂市役所穂積庁舎 

４ 契約金額   金２５，７４９，８７２円 

５ 契約の相手方 東京都港区芝浦１－２－３ 

         エヌディーリース・システム株式会社 

         代表取締役社長 大野 智教 

  令和７年６月１６日提出 

                     瑞穂市長 森   和  之    

提案理由 

 トイレカーの取得に当たり、エヌディーリース・システム株式会社に対し随

意契約による見積徴取を実施したので、契約を締結することについて議会の議

決を求めるもの。 

 



 

 

財産（トイレカー）の取得について 

 

１．見積日時 令和７年６月４日（水） 午前１０時３０分 

 

２．納入期限 令和９年３月３１日 

 

３．概要 

トイレカー１台を取得するもの。 

 

４．随意契約の理由 

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定による。 
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議案第４４号 

   財産（小中学校電子黒板ＯＳ）の取得について 

 下記のとおり財産を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第９６条第１項第８号及び瑞穂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成１５年瑞穂市条例第４０号）第３条の規定により、

議会の議決を求める。 

                 記                  

１ 財産名    小中学校電子黒板ＯＳ 

２ 契約の方法  一般競争入札 

３ 納入の場所  市内小学校７校、市内中学校３校、教育支援センター 

４ 契約金額   金５７，０９０，０００円 

５ 契約の相手方 大垣市船町５丁目２３番地 

         株式会社中日ＡＶシステム 

         代表取締役社長 神谷 正史 

  令和７年６月１６日提出 

                     瑞穂市長 森   和  之    

提案理由 

 小中学校電子黒板ＯＳの取得に当たり、一般競争入札を実施したところ、株

式会社中日ＡＶシステムが落札したので、契約を締結することについて議会の

議決を求めるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



財産（小中学校電子黒板ＯＳ）の取得について 

 

１．開札日時 令和７年６月４日（水） 午後１時３０分 

 

２．納入期限 令和７年９月３０日 

 

３．入札結果（一般競争入札） 

入札業者名 第１回 第２回 備考 

(株)ハイパーブレイン 

岐阜支社 
56,700,000 円   

(株)中日ＡＶシステム 51,900,000 円  落 札 

(株)エフワン 59,800,000 円   

以上３社    

    

    

    

    

    

    

①契約金額は、入札書記載金額の１００分の１０に相当する額を加算した

金額である。 

51,900,000 円 × 110／100 ＝57,090,000 円（落札率 98.9%） 

②設計金額 

52,500,000 円 × 110／100 ＝57,750,000 円 

③予定価格 

52,500,000 円 × 110／100 ＝57,750,000 円 
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議案第４５号  

   瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び瑞穂市職員の育児休業  

等に関する条例の一部を改正する条例について  

瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び瑞穂市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例案を別紙のとおり提出する。  

  令和７年６月１６日提出  

瑞穂市長 森   和  之  

   提案理由  

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律

第５号）及び人事院規則１０－１１（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務

並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等）の一部を改正する人事

院規則（令和７年人事院規則１０－１１－１０）の公布により、部分休業制度

を変更し、妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認の制度

等を設けるため、市関係条例の改正を行うもの。  

 



   瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び瑞穂市職員の育児休業  

等に関する条例の一部を改正する条例  

（瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）  

第１条 瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１５年瑞穂市条例

第２７号）の一部を次のように改正する。  

第１６条第１項中「第１９条の２第１項」を「第１９条の３第１項」に改  

める。  

第１９条の３を第１９条の４とする。  

第１９条の２第１項中「申告、請求又は申出（次条において「請求等」と  

いう。）」を「請求等」に改め、同条を第１９条の３とし、第１９条の次

に次の１条を加える。  

  （妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等）  

 第１９条の２ 任命権者は、瑞穂市職員の育児休業等に関する条例（平成１  

  ５年瑞穂市条例第２８号）第２１条第１項の措置を講ずるに当たっては、  

同条の規定による申出をした職員（以下この項において「申出職員」とい  

う。）に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。  

（１）申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において  

   「出生時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措  

   置  

 （２）出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」という。）  

  に係る申出職員の意向を確認するための措置  

（３）瑞穂市職員の育児休業等に関する条例第２１条の規定による申出に係  

  る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当  

  該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活  

  と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職  

  員の意向を確認するための措置  

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において「  

 対象職員」という。）に対して、市の規則で定める期間内に、次に掲げる  

措置を講じなければならない。  

（１）対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において  



「育児期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措  

置  

（２）育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するため  

  の措置  

（３）対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員  

  の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生  

  活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象  

  職員の意向を確認するための措置  

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した  

 事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。  

（瑞穂市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）  

第２条 瑞穂市職員の育児休業等に関する条例（平成１５年瑞穂市条例第２８  

号）の一部を次のように改正する。  

  第１７条第２号中「及び勤務日ごとの勤務時間」を削り、「（以下「定年  

 前再任用短時間勤務職員等」という。）を除く」を「を除く。次条において  

 同じ」に改める。  

  第１８条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第１

項を次のように改める。  

   育児休業法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項  

  に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認は、３０  

  分を単位として行うものとする。  

  第１８条第２項及び第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、

同条の次に次の４条を加える。  

  （第２号部分休業の承認）  

 第１８条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する  

  同条第１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の承  

  認は、１時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場  

  合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分休業を承認  

  することができる。  

 （１）１回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合  



   であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該  

   勤務時間の時間数  

 （２）第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、  

   当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数  

  （育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間）  

 第１８条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、毎  

  年４月１日から翌年３月３１日までとする。  

  （育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準とし  

  て条例で定める時間）  

 第１８条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間  

  を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、  

  当該各号に定める時間とする。  

 （１）非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分  

 （２）非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に１０  

   を乗じて得た時間  

  （育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情）  

 第１８条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、配  

偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の  

同条第２項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じ  

たことにより同条第３項の規定による変更（以下「第３項変更」という。）  

をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著  

しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。  

  第１９条第１項中「部分休業」を「育児休業法第１９条第１項に規定する

部分休業」に改める。  

  第２０条を次のように改める。  

  （部分休業の承認の取消事由）  

 第２０条 育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業法第５条第  

  ２項の条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。  

   附 則  

 （施行日）  



１ この条例は、令和７年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。ただし、次項及び第３項の規定は、公布の日から施行する。  

 （瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に係る経過措置）  

２ 任命権者は、施行日前においても、第１条の規定による改正後の瑞穂市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例第１９条の２第２項の規定の例により、

同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じ

られた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。  

 （瑞穂市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に係る経過措置）  

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９  

 条第２項第２号に掲げる範囲内において、施行日から令和８年３月３１日ま  

 での間における部分休業の承認を請求する場合における第２条の規定による  

 改正後の瑞穂市職員の育児休業等に関する条例第１８条の４の規定の適用に  

 ついては、同条第１号中「７７時間３０分」とあるのは「３８時間４５分」  

 と、同条第２号中「１０」とあるのは「５」とする。  
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瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成15年瑞穂市条例第27号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

 （介護休暇） 
第16条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、

父母、子、配偶者の父母その他市の規則で定める者（第19条の３第１

項において「配偶者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により市の

規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをい

う。以下同じ。）の介護をするため、任命権者が、市の規則の定める

ところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必

要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６

月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内

において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇

とする。 
２ 略 
第19条 略 
（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

 第 19 条の 2 任命権者は、瑞穂市職員の育児休業等に関する条例（平成

15 年瑞穂市条例第 28 号）第 21 条第１項の措置を講ずるに当たっては、

同条の規定による申出をした職員（以下この項において「申出職員」

という。）に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において   

（介護休暇） 
第16条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、

父母、子、配偶者の父母その他市の規則で定める者（第19条の２第１

項において「配偶者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により市の

規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをい

う。以下同じ。）の介護をするため、任命権者が、市の規則の定める

ところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必

要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６

月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内

において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇

とする。 
２ 略 
第19条 略 
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「出生時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための   

措置 

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」とい 

う。）に係る申出職員の意向を確認するための措置 

(3) 瑞穂市職員の育児休業等に関する条例第 21 条の規定による申出に係  

る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して

当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生

活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申

出職員の意向を確認するための措置 

2  任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において

「対象職員」という。）に対して、市の規則で定める期間内に、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

(1) 対象職員の仕事と育児の両立に資する制度又は措置（次号において

「育児期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措

置 

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するた

めの措置 

(3) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職

員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業

生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る

対象職員の意向を確認するための措置 

3  任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認し

た事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
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（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認

等） 
第 19 条の 3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とす

る状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護

との両立に資する制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両

立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立

支援制度等の請求等                       

に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけ

ればならない。 

２ 略 

第19条の4 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認 

等） 
第 19 条の 2 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とす

る状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護

との両立に資する制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両

立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立

支援制度等の申告、請求又は申出（次条において「請求等」という。）

に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけ

ればならない。 

２ 略 

第19条の3 
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瑞穂市職員の育児休業等に関する条例（平成15年瑞穂市条例第28号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第17条 育児休業法第19条第１項に規定する条例で定める職員は、次に

掲げる職員とする。 
第17条 育児休業法第19条第１項に規定する条例で定める職員は、次に

掲げる職員とする。 

(1) 略  (1) 略 

(2) 勤務日の日数            を考慮して市の規則で定

める非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第22条の４第１項

に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。次条において同じ

               。） 

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市の規則で定

める非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第22条の４第１項

に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「定年前再任用短時

間勤務職員等」という。）を除く。） 

（第１号部分休業の承認） （部分休業   の承認） 

第 18 条 育児休業法第 19 条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同

条第１項に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承

認は、30 分を単位として行うものとする。 

第18条 部分休業（育児休業法第19条第１項に規定する部分休業をいう。

以下同じ。）の承認は、勤務時間条例第８条第１項に規定する正規の

勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下

この条において同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定めら

れた勤務時間）の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うも

のとする。 

２ 勤務時間条例第14条の規定による育児時間（以下「育児時間」とい

う。）又は勤務時間条例第16条の２第１項の規定による介護時間の承

認を受けて勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に対する第１号部

分休業の承認については、１日につき２時間から当該育児時間又は当

２ 勤務時間条例第14条の規定による育児時間（以下「育児時間」とい

う。）又は勤務時間条例第16条の２第１項の規定による介護時間の承

認を受けて勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に対する部分休業

   の承認については、１日につき２時間から当該育児時間又は当
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該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範

囲内で行うものとする。 
該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範

囲内で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する第１号部分休業の承認については、１日につき、

当該非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間45
分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成３年法律第76号）第61条第32項において読み替えて準用す

る同条第29項の規定による介護をするための時間（以下「介護をする

ための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、

当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は当

該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間

を超えない範囲内で）行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業  の承認については、１日につき、

当該非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間45
分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成３年法律第76号）第61条第32項において読み替えて準用す

る同条第29項の規定による介護をするための時間（以下「介護をする

ための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、

当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は当

該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間

を超えない範囲内で）行うものとする。 

  （第２号部分休業の承認） 

 第 18 条の２ 育児休業法第 19 条第２項第２号に掲げる範囲内で請求す

る同条第１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）

の承認は、１時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲

げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分休

業を承認することができる。 

  (1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある

場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 

当該勤務時間の時間数 

  (2) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であっ

て、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時
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間数 

  （育児休業法第 19 条第２項の条例で定める１年の期間） 

 第 18 条の３ 育児休業法第 19 条第２項の条例で定める１年の期間は、

毎年４月１日から翌年３月 31 日までとする。 

  （育児休業法第 19 条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準と 

して条例で定める時間） 

 第 18 条の４ 育児休業法第 19 条第２項第２号の人事院規則で定める時

間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める時間とする。 

  (1) 非常勤職員以外の職員 77 時間 30 分 

  (2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に

１０を乗じて得た時間 

  （育児休業法第 19 条第３項の条例で定める特別の事情） 

 第 18 条の５ 育児休業法第 19 条第３項の条例で定める特別の事情は、

配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその

他の同条第２項の規定による申出時に予測することができなかった事

実が生じたことにより同条第３項の規定による変更（以下「第３項変更」

という。）をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの

子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） （部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第19条 職員（会計年度任用職員を除く。）が育児休業法第19条第１項

に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第1
8条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、同条例第22条

第19条 職員（会計年度任用職員を除く。）が部分休業        
         の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第1
8条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、同条例第22条
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に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

２ 略 ２ 略 

（部分休業の承認の取消事由） （部分休業の承認の取消事由） 

第 20 条 育児休業法第 19 条第６項において準用する育児休業法第５条

第２項の条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 
第20条 第13条の規定は、部分休業について準用する。 

 



瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び瑞穂市職員の育児休業等 

に関する条例の一部を改正する条例の概要 

 

 

第１条 瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 

 妊娠、出産等についての申出をした職員及び３歳に満たない子を養育する職員に

対して、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を講ずる。 

 

・仕事と育児との両立支援制度等に関する情報の提供 

・仕事と育児との両立支援制度等の利用に係る意向確認 

・意向確認の内容への配慮 

 

 

第２条 瑞穂市職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

 育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、部分休業制

度を拡充する。 

 

・現行の１日につき２時間を超えない範囲内の形態（第１号部分休業）に加え、１

年につき１０日相当を超えない範囲内の形態（第２号部分休業）を設けることと

し、職員はいずれかの形態を選択可能とする。 

 

・第１号部分休業を請求した場合において、勤務時間の始め又は終わりに限り承認

可能とする取扱いを廃止する。 

 

・部分休業の請求を申し出る単位期間について、毎年４月１日から翌年３月３１日

までの期間とする。 

 

・部分休業の申出をした職員は、配偶者の入院や配偶者と別居したこと等、特別の

事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。 

 

  

施行日等 

（施 行 日）令和７年１０月１日 

（経過措置）・施行日前においても３歳に満たない子を養育する職員に対する意思確

認等の措置を講ずることができる。 

・施行日から令和８年３月３１日までにおける第２号部分休業の承認に

ついては、１０日相当の勤務時間とあるのを５日相当とする。 

資料　４５－３





























議案第４６号 一般会計補正予算（第３号）

歳 入 歳 出

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 21,199千円
【推奨事業メニュー分】

給食費負担金 ▲29,467千円
 給食費７月分減免
 ・中学校給食費負担金 ▲9,243千円 給食物価高騰対策事業 18,446千円
 ・小学校給食費負担金 ▲14,547千円  主食等賄材料費の物価高騰に対応する分
 ・幼稚園給食費負担金 ▲657千円  ・賄材料代 18,196千円 ※2

 ・保育所給食費等負担金 ▲5,020千円  ・時間外勤務手当 250千円 ※1

ふるさと応援基金繰入金 26,714千円

※１ 重点支援交付金21,199千円は、給食費負担金（７月分）へ20,949千円財源補正、給食物価高騰対策事業の時間外勤務手当250千円に充てられます。
※２ 上記給食費の残額8,518千円（歳入）及び賄材料代18,196千円（歳出）は、ふるさと応援基金から賄われます。

令和７年度 ６月補正予算(第３号)概要

補正額：１８，４４６千円 補正額：１８，４４６千円

・財源補正20,949千円※1

・基金繰入8,518千円※2 資
料
　
４
６


